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吹田市告示第５１号 

 

 

吹田市止水板設置助成金交付要綱を次のとおり定めます。 

 

平成２８年３月３１日 

 

 

吹田市長 後 藤 圭 二 

 

 

吹田市止水板設置助成金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、住宅又は事業所に止水板を設置する者に対し、予算の範囲内に

おいて、止水板設置助成金（以下「助成金」という。）を交付することにより、本

市における浸水被害の軽減を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「止水板」とは、豪雨、洪水等の際に建物の出入口等に設

置することにより浸水を防ぐ機能を有する板（シート状のものを含む。）であっ

て、金属、合成樹脂、ゴムその他の防水性の素材で製造されたものをいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成の対象となる者は、止水板を適切に維持管理することができる個人又は

法人とする。 

（助成対象事業） 

第４条 助成の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、市内の住宅又

は事業所について行う次に掲げる事業とする。 

⑴ 止水板の設置工事（内外壁の防水工事、土間コンクリート打設工事その他の止

水効果を高めるために市長が必要であると認める工事を含む。以下同じ。）を行

う事業 

⑵ 設置工事を要しない止水板を購入する事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、助成対象事業としない。 

⑴ 専ら住宅又は事業所の浸水を防ぐためのものとは認められない事業 

⑵ 止水板の修繕（部材の更新を含む。）を行う事業 

⑶ 国、大阪府又は本市から同種の助成金等の交付を受けることができる事業 

⑷ 過去に助成金の交付の対象となった住宅又は事業所について行う事業 

⑸ その他市長が不適当であると認める事業 

（助成対象経費） 
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第５条 助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、助成対象事業

の実施に要する経費とする。 

（助成金の額） 

第６条 助成金の額は、助成対象経費の総額の２分の１に相当する額（その額に

1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、300,000円を限度

とする。 

（事前協議） 

第７条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ事業の実施内容について市

長と協議しなければならない。 

（交付の申請） 

第８条 前条の規定による協議を行った者は、市長が指定する期日までに、次に掲げ

る事項を記載した止水板設置助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。 

⑴ 申請者の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号並びに法人にあっては、

代表者の氏名（以下「氏名等」という。） 

⑵ 申請に係る住宅又は事業所の所在地及び概要 

⑶ 助成対象事業の概要 

⑷ 助成対象事業の完了予定年月日 

⑸ 設置工事を行う場合にあっては、施工者の氏名又は名称、住所又は所在地及び

電話番号並びに法人にあっては、担当者の氏名 

⑹ 交付申請額 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 止水板の設置予定箇所の付近見取図 

⑵ 止水板の設置予定箇所の平面図及び構造図並びに写真 

⑶ 助成対象経費の見積書又は内訳書の写し 

⑷ 借地又は借家等において設置工事を行う場合にあっては、当該借地又は借家等

の所有者の同意書 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第９条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、適当と

認めるときは、止水板設置助成金交付決定通知書により、当該申請をした者に通知

するものとする。この場合において、助成金の交付目的を達成するため必要がある

と認めるときは、交付の決定について条件を付することができる。 

（変更交付の申請等） 

第１０条 前条の規定による通知を受けた者（以下「助成決定者」という。）は、そ

の後の事情変更により申請の内容を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記

載した止水板設置助成金変更交付申請書に第８条第２項各号に掲げる書類のうち当

該変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、市長に提出しなければならな

い。 
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⑴ 申請者の氏名等 

⑵ 変更交付申請額 

⑶ 変更の理由 

２ 市長は、前項の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交

付決定の内容を変更すべきものと認めるときは、止水板設置助成金変更交付決定通

知書により、当該申請をした助成決定者に通知するものとする。この場合において

は、前条後段の規定を準用する。 

（完了報告） 

第１１条 助成決定者は、助成対象事業が完了したときは、市長が指定する期日まで

に、次に掲げる事項を記載した止水板設置完了報告書を市長に提出しなければなら

ない。 

⑴ 報告者の氏名等 

⑵ 完了年月日 

⑶ 助成対象経費の額 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 止水板の設置箇所の平面図及び構造図並びに写真 

⑵ 助成対象経費の支払を証する書類 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（助成金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の報告書等の提出があったときは、その内容を審査するとと

もに、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、交付すべき助成金の

額を確定し、止水板設置助成金交付額確定通知書により、当該報告をした助成決定

者に通知するものとする。 

（交付の請求） 

第１３条 前条の規定による通知を受けた助成決定者は、速やかに、次に掲げる事項

を記載して押印した止水板設置助成金交付請求書を市長に提出しなければならな

い。 

⑴ 請求者の氏名等 

⑵ 交付請求額及び振込先預金口座 

（交付） 

第１４条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と

認めるときは、助成金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１５条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとした

とき。 

⑵ 助成金の交付決定に付した条件に違反したとき。 
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⑶ 次条又は第１７条後段の規定に違反したとき。 

⑷ その他この要綱に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返

還をさせるものとする。 

（帳簿の整備等） 

第１６条 助成決定者は、助成対象事業に係る支出を明らかにした帳簿を備え、当該

支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を助成対象事業完了

後１０年間保管しなければならない。 

（報告の徴収等） 

第１７条 市長は、必要があると認めるときは、助成決定者に対し、助成対象事業の

実施状況について報告を求め、又は職員に助成対象事業の実施状況について調査若

しくは質問をさせることができる。この場合において、助成決定者は、正当な理由

がない限り、これらを拒んではならない。 

（申請書等の様式） 

第１８条 この要綱に規定する申請書等の様式は、下水道部長が定める。 

（委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、下水道

部長が定める。 

 

附 則 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 


